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0２ 基本情報
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事業主体 岡山県（担当：環境文化部脱炭素社会推進課）

受託事業者
(キャンペーン事務局)

株式会社JTB 岡山支店

（おかやま省エネ応援キャンペーン事務局）

キャンペーン名称 おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン

キャンペーンの内容
購入（販売）期間中に、参加店において対象製品を購入した県民に対し、購入品目等に応じたキャッシュスポイント又は商品券を
交付する。

対象者 岡山県内に居住する個人   ※法人・個人事業主は対象外

事業期間

【参加店募集期間】 令和８年５月１日（金）～令和８年６月４日（木）

【購入（販売）対象期間】 令和８年６月18日（木）～令和８年12月31日（木）

【キャンペーンポイント交付申請受付期間】 令和８年６月18日（木）～令和９年１月15日（金）
※購入（販売）対象期間内に商品の引き渡し（納品）と保証書の発行が完了していること。
※ポイント交付は先着順で、予算が上限（13億５千万円）に達した時点で終了となる。

【キャッシュレスポイント等交付手続き期間】令和８年６月１８日（木）～令和９年１月３１日（日）
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0２基本情報 ＜事業概要＞



ポイント等交付の対象となる製品とポイント等の額

品目 対象製品要件
補助率

（千円未満切り捨て）

購入

上限数

ポイント交付額

（1ポイント=1円）

エアコン
統一省エネラベル省エネ性能
★3.0以上

購入金額の

５分の１

1世帯につき
3台まで

上限:50,000ポイント／台
下限:10,000ポイント／台

統一省エネラベル省エネ性能★
４.0以上

購入金額の
４分の１

電気
冷蔵庫

統一省エネラベル省エネ性能
★2.0以上
かつ省エネ基準達成率100％以上

購入金額の
５分の１

1世帯につき1台まで

統一省エネラベル省エネ性能
★4.0以上
かつ省エネ基準達成率100％以上

購入金額の
４分の１

LED
照明器具

シーリング・ペンダントタイプ等

統一省エネラベル省エネ性能
★4.0以上

購入金額の
４分の１

1世帯につき一式（回）
まで

上限:50,000ポイント／回
下限: 5,000ポイント／回
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０２ 基本情報 ＜対象製品とポイント等の額＞

※購入金額とは、対象となる家電本体にかかる代金を指し、消費税等、設置工事費、リサイクル料金などは含まれません。

※購入金額に補助率を掛けた金額が、交付ポイント数の下限に満たない場合、ポイントは交付されません。（複数台購入した場合も合算不可）

●対象製品は「省エネ型製品情報サイト」（https://seihinjyoho.go.jp/index.html）でもご確認いただけます。 サイトはこちら

https://seihinjyoho.go.jp/index.html
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0２ 基本情報 ＜交付するポイント等の種類＞

交付するポイント等の種類は募集要項の１ページ目や特設サイトに掲載しておりますのでご参照ください。
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0２ 事業全体の流れ

６月１８日～１２月３１日

⚫ 原則、特設サイトからオンライ
ン申請

⚫ オンラインでの申請が難しい
場合はコールセンターへ

⚫ 審査には一定の時間を要し
ます

⚫ 審査後、スターターキット
などを送ります

⚫ 告知キットは店舗に掲示
⚫ 申請キットは厳重に管理

注）申請キットが不足した場合は
コールセンターに連絡

⚫ 事業の趣旨を踏まえ、購入
者へ適切かつ丁寧に対応

５月１日～６月４日 ５月上旬～６月上旬 ６月11日頃 ６月１８日～１２月３１日

参
加
店

③スターターキット
の受取

①参加申請 ②審査 ④購入者への対応

①参加店で
対象家電を購入

⚫ 県民が対象店舗で
期間内に購入（設
置）が条件

注）早期終了の場合あり

②参加店からキャ
ンペーンポイント
申請用チケット
を受取

⚫ １会計につき、１チケット
⚫ 再発行不可

注）郵送による申請の場合は
申請書を参加店舗で配布

③キャンペーン
ポイント交付
申請

⚫ 原則、オンライン申請
⚫ 必要書類に不備ない

ように
⚫ 申請＝ポイント交付

ではありません

④審査・キャン
ペーンポイント
受取

⚫ 審査には一定の時間
を要します

⚫ 申請内容に不備など
ある場合は事務局か
ら連絡します

⚫ 審査後、メールでキ
キャンペーンポイント
の受取をお知らせ

⑤キャッシュレス
ポイント・商品券と
交換

ポイント交換サイトでキャン
ペーンポイントをキャッシュレ
スポイント・商品券に交換

購入・設置

ポイント等の交付状況により早期終了の場合があります

ポ
イ
ン
ト
等
で
お
買
い
物交換期限

⚫ 期限までに交換を完了し
ていないポイントは失効
します

⚫ 郵送による申請の場合、
商品券の交付となります

６月１８日～１２月３１日 ６月１８日～令和9年１月15日 ６月１８日～１月下旬
保管期限に注意

令和9年１月３１日まで

購
入
者



0３ 参加店登録と参加店実施事項

copyright © JTB Corp. all rights reserved. 8



copyright © JTB Corp. all rights reserved. 9

03 参加店登録の流れ

①登録申請

特設サイト上の申請フォームから
お手続きください

②スターターキットの
お受け取り

キャンペーン事務局より、各参加店舗に
配送いたします

③購入者へのご対応
（購入（販売）期間中随時）

郵送申請書は参加店舗にて品目分の必要枚数をダウン
ロードするなどしてお渡しください。

ステッカー チラシ

マニュアル

キャンペーンポイント申請用チケット

②購入者への申請チケットの配布
１製品につき１枚

オンライン申請フォーム入力のサポート

郵送申請書記入のサポート
（申請書の印刷・配布含む）

①岡山県民であることの確認

③キャンペーンポイント二重受け取り防止
の対応実施

④購入者の申請サポート
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①登録申請

特設サイト上の申請フォームから
お手続きください

②スターターキットの
お受け取り

キャンペーン事務局より、各参加店舗に
配送いたします

③購入者へのご対応
（実施期間中随時）

郵送申請書は参加店舗にて品目分の必要枚数をダウン
ロードするなどしてお渡しください。

03 参加店登録 ＜①登録申請＞

ステッカー チラシ

マニュアル

キャンペーンポイント申請用チケット

②購入者への申請チケットの配布
１製品につき１枚

オンライン申請フォーム入力のサポート

郵送申請書記入のサポート
（申請書の印刷・配布含む）

①岡山県民であることの確認

③キャンペーンポイント二重受け取り防止
の対応実施

④購入者の申請サポート



【基本要件】

（Ａ－１） 岡山県内に所在する実店舗（営業所等を含む）であること。

（県内に実店舗を有しないEC店舗等は対象外とする。）

（Ａ－２） 顧客の生活環境等に応じた家電製品・機器の選び方等についてアドバイスを行うこと。

また、対象製品に統一省エネラベルを表示するとともに、省エネ性能等について適切に

案内をすること。

（Ａ－３） キャンペーンの実施に必要な手続（広報宣伝、購入者への説明、申請の補助・助言等）を

行うこと。

（Ａ－４） キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速やかにキャンペーン

事務局に報告すること。

（Ａ－５） キャンペーンの実施に関連する法令、条例等（家電リサイクル法等）を遵守すること。
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03 参加店登録 ＜①登録申請 参加要件＞

参加店となるための登録申請を行うに当たっては、次のＡ－１からＡ－５の要件を満たす必要があります。



申請方法

原則、オンライン申請

参加店募集期間中に、キャンペーン特設サイト上の参加店登録申請フォームに必要事項を記入して申請してください。

原則オンライン申請となります。申請にあたっては、特設サイトに掲載する募集要項をご確認ください。

● 申請に当たっては募集要項をよくお読みいただき、事業内容をよくご理解の上、登録申請を行ってください。やむを得ないと認められる場合を除き、

店舗登録後の辞退はできません。

● 県内に複数店舗をもつ事業者についても、店舗ごとに登録申請を行ってください。複数店舗分をまとめて申請することはできません。

● オンラインでの申請が難しい方に限り、紙申請を受け付けます。申請書の様式を郵送にてお送りいたしますので、紙申請を希望される方は、コール

センター（後述）へご連絡ください。

※ 紙申請の場合、提出は郵送またはＦＡＸでお願いいたします。

【郵送送付先】 〒550-8790 大阪西郵便局私書箱40号（199） おかやま省エネ応援キャンペーン事務局 宛て

【FAX送付先】 050-3537-5665

＜キャンペーン特設サイトURL＞https://okayama-shoene.jp/

12

申請期間

令和8年５月１日（金） から 令和8年６月４日（木）まで
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03 参加店登録 ＜①登録申請 オンライン申請／紙申請＞



今後のスケジュール（予定）

その他

● 申請内容に不備がある場合には、審査を受け付けられない場合があります。

13

留意事項

● 参加店登録申請が集中した場合、スターターキットのお届けが遅れる可能性があります。６月11日頃までの

お届けをご希望される方は、５月31日までに申請をお願いします。

● 申請のタイミングによっては、キャンペーン開始時に各種キットがお手元に届かない場合があります。

● ６月５日以降も追加申請は随時受け付けます。

令和８年

５月１日 参加店登録申請受付開始

６月４日 参加店登録申請締切り

６月11日頃 スターターキットお届け

６月18日 購入（販売）対象期間開始

12月31日 購入（販売）対象期間終了

copyright © JTB Corp. all rights reserved.

※ 交付予定額の上限に達した場合、早期にキャンペーンを終了する場合がありますのでご承知おきください。

03 参加店登録 ＜①登録申請 今後の流れ＞
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03 参加店登録 ＜②スターターキット受け取り＞

①参加申請

特設サイト上の申請フォームから
お手続きください

②スターターキットの
お受け取り

キャンペーン事務局より、各参加店舗に
配送いたします

③購入者へのご対応
（実施期間中随時）

ステッカー チラシ

マニュアル

キャンペーンポイント申請用チケット

②購入者への申請チケットの配布
１製品につき１枚

①岡山県民であることの確認

③キャンペーンポイント二重受け取り防止
の対応実施

④購入者の申請サポート
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種別 項目 補足

申
請
キ
ッ
ト

参加店様向けマニュアル キャンペーンに関するマニュアルです。

キャンペーンポイント申請用
チケット

対象製品を購入のお客様へお渡し下さい。
保管・取扱いにご注意ください。
※１会計につき１チケット

告
知
キ
ッ
ト

ポスター（B２）
お客様に見える箇所に提示ください。

チラシ（A４）

ステッカー

参加店様へ、下記スターターキットを送付いたします。（６月１１日頃到着予定）

ポスター チラシ ステッカー

03 参加店登録 ＜②スターターキット受け取り＞
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03 参加店実施事項 ＜③購入者への対応＞

①参加申請

特設サイト上の申請フォームから
お手続きください

②スターターキットの
お受け取り

キャンペーン事務局より、各参加店舗に
配送いたします

③購入者へのご対応
（実施期間中随時）

ステッカー チラシ

マニュアル

キャンペーンポイント申請用チケット

②購入者への申請チケットの配布
１製品につき１枚

オンライン申請フォーム入力のサポート

郵送申請書記入のサポート
（申請書の印刷・配布含む）

①岡山県民であることの確認

③キャンペーンポイント二重受け取り防止
の対応実施

④購入者の申請サポート



copyright © JTB Corp. all rights reserved. 17

購入者に対して、以下のとおりご対応ください。

対象製品の購入

キャンペーンの購入（販売）対象期間中に対象製品が購入された場合、

Step２以降のとおり対応してください。

※購入対象期間：令和8年６月１８日（木）～令和8年１２月３１日（木）

※購入対象期間外に購入した製品については対象外となりますので、

キャンペーンチケットを配布しないでください。

※キャンペーン対象製品について尋ねられたときは、特設サイトに

掲載される対象製品リストをもとに御案内願います。

※期間中にキャンペーンチケットが足りなくなりそうな場合は、

コールセンターにご連絡ください。

対象製品の購入者が「県内に居住する個人であること」がわかる

身分証（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格証明証、

在留カードなど）の提示を求め、購入者が岡山県内に居住してい

ることを確認してください。

※会員情報等での居住地の確認も可とします。

※岡山県内に居住していることが確認できない場合、キャンペー

ンチケットを配布しないでください。

Step1 身分証の確認Step２

03参加店実施事項 ＜③購入者への対応＞
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キャンペーン参加者に対して、以下のとおりご対応ください。

キャンペーンチケットの配布Step３ レシート・領収書に押印Step４

対象商品を購入された１会計につき、キャンペーンチケットを1枚

配布してください。

※キャンペーンチケットの裏面「販売店記入欄」に必ず、「販売

店名」及び「販売日」をご記入ください。

※購入製品を返品する場合はキャンペーンチケットを必ずご返却

いただく旨お伝えください。

※郵送での申請を希望する購入者に対して、購入者から申し出が

あった場合はは、郵送申請書も併せて配布してください。

（郵送申請書は特設サイトからダウンロードしてください。）

対象製品の購入時に発行されるレシート・領収書に担当者印等を

押印し、購入された製品についてキャンペーンチケットを配布した

ことが分かるようにしてください。（重複交付の防止）

【レシート・領収書の記載項目】

・レシート・領収書の別を問わず、購入製品の購入日・購入店舗名・

品目・製品型番・対象製品ごとの金額（税抜）がわかるものが有効

です。

・領収書で発行される場合は、上記の必要情報すべてを店舗様に

てご記入ください。

・領収書の場合は、店舗印の押印があるものが有効となります。

※申請時の添付書類は、代金の支払いが完了していることを示す

書類である必要があります。

03 参加店実施事項 ＜③購入者への対応＞

キャンペーンポイント申請用チケット

１会計につき１枚配布
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キャンペーン参加者に対して、以下のとおりご対応ください。

申請のサポートStep5

キャンペーンポイントの交付申請は原則として購入者本人がキャンペーン事務局に

対して直接行うものとしますが、購入者から申請に関してサポートを求められた場

合は、店舗において適切に御対応願います。

【オンライン申請の場合】

キャンペーンポイント申請用チケット１枚ごとに交付申請を行う必要があります。

【郵送申請の場合】

郵送による申請の場合は、品目（エアコン、冷蔵庫、LED照明器具）ごとに申請書を

作成してください。申請書はまとめて送付いただくことも可能です。

※キャンペーンチケットを配付した購入に係る製品の返品があった場合は、直ちに

配付したキャンペーンポイント申請用チケットを回収し、返品対応書・対象となる

購入製品のレシート等・保証書等のコピーとともに事務局に提出してください。

※本事業への参加に際し、苦情・紛争等が生じた場合は、自らその解決に努める

ようにしてください。

※参加店舗での申請のサポートが難しい場合、本キャンペーン事務局コールセン

ター（後述）を御案内してください。

19

03 参加店実施事項 ＜③購入者への対応＞
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04 登録申請方法 ＜申請フォームの取得＞

※WEBでの申請が困難な場合は、「用紙での申請を希望する旨」を下記の
参加店向けコールセンターまでお問い合わせください。

【電話番号】050-5893-1309
【受付時間】10:00〜19:00（土日祝含む）

➁受信可能なメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをク
リックします。

③入力いただいたメールアドレスに届いたURLをクリック
し、メール認証を完了、申請フォームから参加店情報
の入力へ進みます。

1

① キャンペーン特設サイトから参加店申請が可能です。

「参加店申請はこちら」をクリックします。

※「noreply@okayama-shoene.jp」からのメールが受け取れるように迷惑メール
設定などを行なっている場合は、解除をお願いいたします。

※URLは24時間以内にアクセスしてください。一度フォームを閉じた後、再度申請する場
合は、メールに記載のURLからアクセスしてください。

※県内に複数店舗をもつ事業者様についても、 店舗ごとに申請を行ってください。
※1つのメールアドレスで複数店舗での登録が可能です。

2

3

https://okayama-shoene.jp/
https://okayama-shoene.jp/
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04 登録申請方法 ＜必須項目の入力＞

店舗情報の入力

①店舗情報の項目の入力を行います。

※必須項目は全て入力しないと申請に進めません。
※半角や字数制限に注意し入力を行なってください。

1
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04 登録申請方法 ＜必須項目の入力＞

担当者情報の入力・募集要項の同意チェック

②参加店募集要項(PDF)の内容を確認した上で「募集要項に同意します」に
チェックします。

③「確認する」をクリックします。

①担当者情報の項目の入力を行います。

※必須項目は全て入力しないと申請に進めません。
※半角や字数制限に注意し入力を行なってください。

1

2

3



copyright © JTB Corp. all rights reserved. 24

04 登録申請方法

申請内容の確認・申請完了

example@mail.com

1

① 入力内容を確認し、誤りがなけれ
ば「申請する」をクリックします。

※入力内容を修正する場合は「戻る」をクリックしてください。

➁申請が完了となります。登録のメールアドレス宛に申請完了
のメールをお送りしますのでご確認ください。

※審査結果はメールにて2週間程度で届きますので、しばらくお待ちくださいませ。
※審査承認後、スターターキットを登録受付順に順次発送しますので同梱されている「キャンペーン
マニュアル」を必ずご熟読ください。

２
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04 登録申請方法

不正利用等について

本キャンペーンにおいて、一切の不正な行為は許されません。

万が一不正を行った場合は、参加店からの登録取消及び法的措置の対象とします。

● 虚偽の内容により、参加店として申請すること。

● キャンペーンポイント申請用チケットの不正利用（自己取引・架空取引等）を行うこと。

● その他、詐欺等の犯罪行為に結び付く行為など、岡山県（キャンペーン事務局）が不適当と判断した行為。

その他

● 参加店登録後、キャンペーンの趣旨及び内容並びに参加店において行うべきこと等を説明するマニュアルを郵送します。マニュアルの内容に

ついて十分に理解した上でキャンペーンに参加してください。また、不明点などがある場合は、下記コールセンターに問い合わせる等により、

確実に疑問を解消するようにしてください。

● キャンペーン特設サイト＜https://okayama-shoene.jp/＞にて、6月18日以降に対象製品購入者向けのＦＡＱ（よくある質問）を掲載いたし

ますので、適宜確認し、事業実施の参考としてください。

問合せ先（参加店向け）

【コールセンター電話番号】 050-5893-1309

【開設期間 及び 受付時間】 令和8年5月1日(金)から令和9年2月19日(金)まで
午前10時から午後７時まで（12/29～1/3を除く）



ありがとうございました。
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